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長崎市高齢者すこやか支援課 

課長 武分 和歌子 

（ 公 印 省 略 ）                        

                             

                                   

令和９年度以降の家族介護支援事業（介護用品の支給）の取扱いについて（通知） 

初夏の候、貴職におかれましては、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

日ごろから、長崎市の福祉保健行政に御理解御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、標記事業は、介護用品の現物給付により介護家族の経済的負担軽減を図るため、平成

１２年度から長崎市において事業開始し、毎年 700名を超える方に御利用いただいております。 

この事業は、地域支援事業（任意事業）において実施しておりますが、添付資料のとおり、

国の取扱いにおいて、『平成 26年度に当該事業を実施している市町村であって、第８期介護保

険事業計画期間中に当該事業を実施している市町村に限り、第９期介護保険事業計画期間（令

和６年度～令和８年度）において実施して差し支えないこと。ただし、例外的な激変緩和措置

であることを踏まえ、廃止・縮小に向けた具体的方策について十分な検討を進めること（要約）』

が示されてはおりますが、いまだ第 10期計画（令和９年度～令和 11年度）期間の取扱いにつ

いては通知されておりません。 

このことから、事業継続をベースに長崎市の令和９年度以降の事業のあり方を検討している

ところですが、皆様に現時点で具体的な取扱いを御提示できる段階には至っておりません。 

つきましては、毎年、新年度課税状況が判明する時期として、６月30日を利用期間の終期と

し、継続申請の手続きをしていただいておりますが、上記事由により、一旦、利用期間の終

期を最長 令和９年３月31日まで といたします。 

なお、長崎市の具体的な取扱いが決定しましたら、改めてお知らせいたします。 

 

【 添付資料 】 

地域支援事業の実施について  最終改正 老発 0717第５号 令和７年７月 17日 

 地域支援事業実施要綱  別記４ 任意事業 （２）家族介護支援事業（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

（問合せ先） 

長崎市高齢者すこやか支援課 

総務係 林田 

電話 ８２９－１１４６ 
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別記４ 任意事業 

 

１ 目的 

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができ

るようにするため、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び要介護被保

険者を現に介護する者等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行うことを目的とする。 

 

２ 対象者 

被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認

める者とする。 

ただし、住宅改修費の支給の申請に係る必要な理由がわかる書類を作成する事業又は必要

な理由がわかる書類を作成した場合の経費を助成する事業については、住宅改修の活用を希

望する要介護（支援）被保険者で居宅介護（介護予防）支援の提供を受けていない者に対し

て当該者の住宅改修費の支給の申請に係る必要な書類を作成した者に限る。 

 

３ 事業内容 

任意事業は、法第 115条の 45第３項各号において、介護給付等費用適正化事業、家族介護

支援事業、その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生

活の支援のため必要な事業が規定されているが、地域の実情に応じ、創意工夫を生かした多

様な事業形態が可能であり、具体的には、次に掲げる事業を対象とする。 

 

(１) 介護給付等費用適正化事業 

介護（予防）給付について真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供され

ていないかの検証、本事業の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供、

介護サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提

供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等（指定事業者によるサービス・活動事

業も含む。）に要する費用の適正化のための事業を実施する。なお､介護給付等（指定事

業者によるサービス・活動事業も含む。）に要する費用の適正化のための事業のうち､主

要な適正化事業は次のとおり。 

・ 主要介護給付等費用適正化事業（省令第 140条の 62の 12第１号のイからハまでに

掲げる事業） 

① 認定調査状況チェック 

② ケアプラン等の点検（ケアプランの点検並びに住宅改修等の点検） 

③ 医療情報との突合・縦覧点検 

・ 上記の主要３事業のほか、以下の事業を実施することができる。 

④ 給付実績を活用した分析・検証事業 

国保連合会で実施する審査支払いの結果から得られる給付実績を活用して、不適

切な給付や事業者を発見し、適正なサービス提供と介護費用の効率化、事業者の指
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導育成を図るもの。 

⑤ 介護サービス事業者等への適正化支援事業 

介護給付費の適正な執行は、受給者に対して真に必要とする過不足のないサービ

スを実施することを通じて、受給者や地域からの事業者の信頼を高め、事業者自身

の健全な発展を推進することが重要である。このことから、研修や説明会等を通じ

て事業者と適正化事業の目的を共有し、その実現に向けて協働して取り組むよう事

業者や事業者団体に対して働きかけるもの。 

⑥ 介護給付費通知 

介護給付等の受給者に対し、当該受給者の介護サービスの利用状況、当該介護サ

ービスに要した費用、当該受給者が負担する額その他当該受給者の介護サービスに

係る事項を記載した書面を通知し、当該受給者に当該事項の確認を促すことにより、

介護給付等に要する費用の適正化を図るもの。 

 

(２) 家族介護支援事業 

介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業を

実施する。 

ア 介護教室の開催 

要介護被保険者の状態の維持・改善を目的とした、適切な介護知識・技術の習得や、

外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした教室を開催する。 

イ 認知症高齢者等見守り事業 

地域における認知症高齢者等の見守り体制の構築を目的とした、認知症に関する広

報・啓発活動、認知症の人が行方不明になった場合に早期発見できる仕組みの構築・

運用、認知症高齢者等に関する知識のあるボランティア等による見守りのための訪問

等を行う。 

ウ 家族介護継続支援事業 

家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を目的とした以下の事業とする。 

(ア) 健康相談・疾病予防等事業 

要介護被保険者を現に介護する者に対するヘルスチェックや健康相談の実施に

よる疾病予防、病気の早期発見等を行うための事業 

(イ) 介護者交流会の開催 

介護から一時的に解放するための介護者相互の交流会等を開催するための事業 

(ウ) 介護自立支援事業 

以下の要件のいずれも満たす要介護者を、現に介護している家族を慰労するた

めの事業 

① 事業実施前１年の間において介護保険法第８条各項に定めるサービスを全く

利用していない要介護者。ただし、地域の実情や家族の状況を踏まえ、以下の

いずれかに該当する要介護者を現に介護している家族を対象とすることは差し

支えない。 
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a 福祉用具貸与、特定福祉用具販売又は住宅改修のみを利用する要介護者 

b 事業実施前１年の間における介護保険法第８条各項に定めるサービス（福

祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。）の利用日数の合計が 10日以内の

要介護者 

② 要介護３以上の要介護者。ただし、地域の実情や家族の状況を踏まえ、要介

護２の者で、かつ、認定調査時の主治医意見書において「認知症高齢者の日常

生活自立度」がⅡ以上の要介護者を現に介護している家族を対象とすることは

差し支えない。 

なお、上記アからウのほか、平成 26年度に、任意事業において介護用品の支給に係る

事業を実施している市町村であって、第８期介護保険事業計画期間中に当該事業を実施

している市町村に限り、第９期介護保険事業計画期間においては、次に掲げる内容を支

給要件として実施して差し支えないこととする。ただし、実施市町村においては、本取

扱いが第９期介護保険事業計画期間における例外的な激変緩和措置であることを踏まえ、

当該期間における市町村特別給付及び保健福祉事業等への移行を含めた介護用品支給事

業の廃止・縮小に向けた取組を着実に実行することとされたい。 

① 本人課税（第６～９段階）の新規・既存利用者については、対象外とする。本人非

課税・世帯員課税（第４～５段階）の新規・既存利用者については、年間６万円の支

給上限を設ける。 

② 新規利用者については、高齢者の個別の状態を踏まえて必要な者に支給することと

する。 

具体的には、以下の方法により必要性を個別判断することとする。ただし、要介護

４以上の者については、以下の方法によらず、必要な者に該当することとしても差し

支えない。 

a 市町村職員は、要介護認定（要支援認定を含む。以下同じ。）における認定調査票

を確認し、「排尿」又は「排便」の項目において「介助」又は「見守り等」に該当す

る者を対象とする（※）。  

※ 例外的な取扱いとして、認定調査票の「ズボン等の着脱」等の項目の「特記事項」

を踏まえ、別途必要性が認められる者についても対象とする。 

b 要介護認定を受けていない者からの申請や、介護用品の支給申請時点において要

介護認定時の状態から変化しており認定調査票では必要性が確認できない場合（状

態が改善し必要性に疑義が生じる者や、認定調査票の項目には該当していなかった

がその後状態が変化し必要性があると考えられる者など）については、市町村職員は、

認定調査と同様の方法で必要性を確認する。 

確認に際しては、ケアマネジャーや地域包括支援センター職員に依頼することも

可能とする。 

なお、第９期介護保険事業計画期間中においては、介護用品支給事業に要する費用に

対する地域支援事業交付金の額は、原則として、地域支援事業交付金の予算の範囲内か
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つ介護用品支給事業に係る令和５年度の対象経費支出予定額（※）（国の交付額は当該

額に 38.5％を乗じて得た額）とする。 

その上で、実施市町村における高齢者の所得段階が下がることや要介護度が悪化する

などのやむを得ない事情により計画的な取組の実施に支障がある場合は、地域支援事業

交付金の予算の範囲内かつ介護用品支給事業に係る令和５年度の対象経費支出予定額

（※）に物価の状況その他諸般の事情に鑑みた率（1.073）を乗じた額の範囲内（国の交

付額は当該額に 38.5％を乗じて得た額）で交付することとする。 

※ 地域支援事業交付金の令和５年度当初交付決定に関する交付申請にあたり、市町村

が、「地域支援事業の交付について」（平成 20年５月 23日厚生労働省発老第 0523003

号厚生労働事務次官通知）の別紙「地域支援事業交付金交付要綱」の別紙様式第２様

式２（令和５年度任意事業実施計画書）において、事業名「⑬介護用品の支給」の事

業費欄に記載した額を指す。 

 

(３) その他の事業 

法第 115 条の 45 第３項第３号の規定に基づき、次のアからカまでに掲げる介護保険

事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な

事業を実施する。 

ア 成年後見制度利用支援事業 

市町村申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費や

成年後見人等の報酬の助成等を行う。 

なお、本事業は、市町村申立てに限らず、本人申立て、親族申立て等についてもそ

の対象となりうるものであることに留意されたい。 

イ 福祉用具・住宅改修支援事業 

福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提供・連絡調整等の実施、福祉用具・住宅

改修に関する助言、住宅改修費の支給の申請に係る必要な理由がわかる書類の作成及

び必要な理由がわかる書類を作成した場合の経費の助成を行う。 

ウ 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業 

認知症対応型共同生活介護事業所において、要介護者及び要支援２の認定を受けた

者を受け入れ、家賃、食材料費及び光熱水費の費用負担が困難な低所得者に対し利用

者負担の軽減を行っている事業者を対象として助成を行う。 

エ 認知症サポーター等養成事業 

認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成

するとともに、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養

成する。具体的には、「認知症サポーター等養成事業の実施について」（平成 18年７

月 12日老計発 0712001号厚生労働省老健局計画課長通知）に基づき事業を実施する。 

オ 重度のＡＬＳ患者の入院におけるコミュニケーション支援事業 

重度のＡＬＳ患者の入院において、入院前から支援を行っている等、当該重度のＡ

ＬＳ患者とのコミュニケーションについて熟知している支援者が、当該重度のＡＬＳ
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患者の負担により、その入院中に付き添いながらコミュニケーション支援を行う。具

体的には、「重度のＡＬＳ患者の入院におけるコミュニケーションに係る支援に関す

る地域支援事業の取扱いについて」（平成 23年７月１日厚生労働省老健局振興課長通

知）に基づき事業を実施。 

カ 地域自立生活支援事業 

次の①から④までに掲げる高齢者の地域における自立した生活を継続させるための

事業を実施する。 

① 高齢者の安心な住まいの確保に資する事業 

高齢者が民間賃貸住宅等に円滑に入居し安心して生活ができるよう、不動産関係

団体や地域の関係者、住宅部局・福祉関係部局等が連携して、入居前から入居中、

退居時に至るまでの総合的な支援等を実施するとともに、シルバーハウジング等の

高齢者が多数居住する集合住宅の入居者を対象に、生活援助員の派遣を行うなど、

地域の実情に応じた、高齢者の安心な住まいを確保するための事業を行う。なお、

本事業の実施については、「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業の実施につ

いて」（令和６年８月５日老高発 0805 第１号厚生労働省老健局高齢者支援課長通

知）において定める。 

② 介護サービス等の質の向上に資する事業 

地域で活躍している高齢者や民生委員等が、介護サービス等利用者のための相談

等に応じるボランティア（介護サービス相談員）として、利用者の疑問や不満、不

安の解消を図るとともに、サービス担当者と意見交換等（介護サービス相談員派遣

等事業）を行う。 

③ 地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業 

栄養改善が必要な高齢者（介護予防・日常生活支援総合事業において、配食の支

援を受けている者を除く。）に対し、地域の社会福祉法人等が実施している配食の

支援を活用し、高齢者の状況を定期的に把握するとともに、必要に応じ、地域包括

支援センター等に報告する。 

④ 家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業 

高齢者のいる世帯における家庭内の事故等による通報に随時（24時間・365日）

対応するための体制整備（電話を受け付け、適切なアセスメントを行う専門的知識

を有するオペレーターの配置等）を行う。 

        

４ 留意事項 

(１) 任意事業の実施に当たっては、包括的支援事業の円滑な実施に資するネットワークの

構築や地域のコミュニティの形成を踏まえる等、地域における社会資源の活用に留意し

ながら、事業ごとの実施目標の設定や実施後の効果検証等を行いながら、効果的・効率

的な実施に努めること。 

(２) 特に、包括的支援事業（地域包括支援センターの運営等）及び任意事業の実施に必要

な上限額について、平成 29年度において介護給付費等適正化推進市町村（政令第８条第
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14号に定める介護給付費等適正化推進市町村をいう。）と認められた市町村については、

特例の上限額を選択できることとされているが、当該市町村は特に特例が設けられてい

る趣旨を鑑み、介護給付等費用適正化事業の実施等により効率的・効果的な事業実施に

努めること。 

(３) 住宅改修費の支給の申請に係る必要な理由がわかる書類を作成する事業及び必要な

理由がわかる書類を作成した場合の経費を助成する事業の実施に当たっては、介護支援

専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準

ずる資格等を有する者等、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の対象と

なる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が作成者であること。 

(４) 認知症対応型共同生活介護事業所を利用している低所得の要介護者及び要支援２の

認定を受けた者に対し、家賃等の利用者負担の軽減を行っている事業者へ助成をする事

業を実施する場合、低所得者の範囲や助成対象経費等を、予め要綱等において明確に規

定しておくこと。 

(５) ３の(３)のカの③のような、配食の支援を活用した事業を実施する場合、食材料費及

び調理費相当分は利用者負担とすることを基本とするが、利用料の設定に当たっては、

低所得者への配慮や市町村における財源等を考慮すること。なお、事業の対象者・利用

の負担額等については、予め要綱等において明確に規定しておくこと。 

(６) 任意事業については、他の国庫補助事業の対象となる場合は、当該他の補助事業を優

先すること。 

(７) 実施する事業の目的が介護予防に資するものであって、例えば介護予防教室や高齢者

の介護予防に係る指導者の養成、高齢者の生きがいや健康づくり、介護予防・社会参加

を目的とした場づくり、介護支援ボランティアポイント等、介護予防の取組として実施

することが適切な場合は、任意事業ではなく、総合事業において実施すること。 

（８） 介護サービス等の質の向上に資する事業の実施に当たっては、都道府県と市町村が

連携し、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅での介護サービス相談員

の受入を促進するなど、効果的な事業実施に努めること。 
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